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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
特
別
会
計
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

特
別
会
計
に
つ
い
て
過
去
五
年
間
の
総
支
出
済
歳
出
額
は
、
平
成
十
五
年
度
約
三
百
五
十
八
兆
円
、
平
成
十
六
年
度
約
三

百
七
十
六
兆
円
、
平
成
十
七
年
度
約
四
百
一
兆
円
、
平
成
十
八
年
度
約
四
百
五
十
一
兆
円
、
平
成
十
九
年
度
約
三
百
五
十
三

兆
円
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

各
年
度
の
予
算
に
お
け
る
個
々
の
歳
出
項
目
は
、経
済
社
会
情
勢
に
応
じ
て
変
化
す
る
施
策
の
優
先
順
位
を
踏
ま
え
つ
つ
、

執
行
実
績
、
会
計
検
査
院
の
指
摘
、
予
算
執
行
調
査
の
結
果
等
も
総
合
勘
案
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の

金
額
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

特
別
会
計
の
積
立
金
等
の
金
額
（
平
成
十
九
年
度
決
算
後
）
は
、
総
額
約
二
百
五
兆
円
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
訳
は
、
年

金
特
別
会
計
が
約
百
三
十
八
兆
円
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
が
約
二
十
兆
円
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
が
約
二
十
兆
円
、

労
働
保
険
特
別
会
計
が
約
十
四
兆
円
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
が
約
十
一
兆
円
等
で
あ
る
。

一



特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
の
剰
余
金
の
金
額
（
平
成
十
九
年
度
）
は
、
総
額
約
四
十
三
兆
円
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
訳
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
が
約
二
十
八
兆
円
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
が
約
四
兆
円
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会

計
が
約
二
兆
円
、
年
金
特
別
会
計
が
約
二
兆
円
等
で
あ
る
。

ま
た
、
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
特
別
会
計
の
繰
越
利
益
（
平
成
十
九
年
度
末
）
の
金
額
は
、
総
額
約
百
七
十
六
兆
円
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
訳
は
、
年
金
特
別
会
計
が
約
百
四
十
五
兆
円
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
が
約
十
八
兆
円
、
労
働
保
険
特

別
会
計
が
約
十
三
兆
円
等
で
あ
る
。
な
お
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
の
繰
越
利
益
は
、
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
金
利
変
動

準
備
金
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
い
わ
ゆ
る
埋
蔵
金
」
の
定
義
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
有
無
や
金
額
等
に
つ
い
て
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
与
党
議
員
が
い
う
埋
蔵
金
」
の
定
義
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
有
無
や
金
額
等
に
つ
い
て
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

二



財
投
機
関
債
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
促
進
や
運
営
効
率
化
と
い
っ
た
効
果
が
あ
る
一
方
、
財
政
融
資

と
比
べ
て
調
達
コ
ス
ト
が
高
い
と
い
う
面
が
あ
る
。
各
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
効
果
と
調
達
コ
ス
ト
を
勘

案
し
た
上
で
、
財
政
融
資
資
金
か
ら
の
借
入
れ
と
財
投
機
関
債
等
と
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
資
金
調
達
を
行
っ
て
い

る
と
承
知
し
て
お
り
、
仮
に
独
立
行
政
法
人
へ
の
貸
付
金
を
財
投
機
関
債
に
切
り
替
え
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
調
達
コ
ス

ト
の
増
大
を
招
き
、
ひ
い
て
は
国
民
負
担
の
増
大
に
つ
な
が
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

な
お
、
財
政
融
資
資
金
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
六
」
（
平
成
十
八

年
七
月
七
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
対
象
事
業
の
一
層
の
重
点
化
・
効
率
化
等
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
末
ま
で
に

百
三
十
兆
円
超
の
圧
縮
を
実
現
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
独
立
行
政
法
人
へ
の
貸
付
金
に
つ
い
て
も
、
こ
の
方
針
に
基

づ
き
圧
縮
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


